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Ⅰ 設計変更ガイドライン 

  

はじめに 

土木工事の施工においては、その自然的・社会的条件が複雑かつ多様で、不確実である。このた

め、契約時点で設計図書に定められた条件が、現地の条件と異なる場合には、施工方法や使用材料

等の設計内容について、変更しなくてはならなくなる場合がある。 

改正公共工事品質確保法（平成２６年６月４日公布・施行 公共工事の品質確保の促進に関する

法律の一部を改正する法律）（以下「改正品確法」という。）においては、設計図書に適切に施工

条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合

等において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負

代金の額又は工期の変更を行うことが発注者の責務として明示されたところである。 

また、改正品確保法に基づき策定された運用指針（平成２７年１月３０日）に変更手続の円滑な

実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手続きの例等についてとりまとめた指針の策

定に努め、これを活用するとされた。 

このため三重県では、建設工事請負契約書（以下「契約書」という。）により契約した工事を対

象に、設計変更を行う際の受注者・発注者の共通の目安となる設計変更ガイドライン（案）を平成

２６年度に策定し平成２７年４月より適用しているところである。 

しかしながら、国においては、平成２７年度に改正品確法を踏まえた土木工事の設計変更ガイド

ラインの改定を行っており、また、三重県においては、設計変更ガイドラインが運用から1年を経

過したため平成２７年度末に受発注者アンケートを実施し、ガイドラインの効果などの検証を行っ

ている。 

このような中、国の改定内容や検証した結果などから、「改正品確法を踏まえ、かつ、より活用

しやすいガイドラインとする」ため、今般、三重県設計変更ガイドラインを改定するものである。 

なお、本ガイドラインについては、今後においても必要事項については訂正、追加していくもの

である。 
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【 改定履歴 】 

   平成２７年３月 策定 （平成２７年４月適用） 

   平成２９年７月 改定 

   令和 ２年８月 一部改定 

   令和 ６年７月 改定 

   令和 ７年７月 改定 

   令和 ８年７月 改定 
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１ 設計変更ガイドライン策定の背景 

１－１ 土木請負工事の特徴 

 

 

 

 

１－２ 適切な設計変更の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ ガイドライン策定の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木工事では、個別に設計された極め 

て多岐にわたる目的物を、多種多様な 

現地の自然条件・環境条件の下で生産 

されるという特殊性を有している。 

当初積算時に予見できない事態、例え 

ば土質・湧水等の変化に備え、その前 

提条件を明示して設計変更の円滑化を 

工夫する必要がある。 

改正品確法の基本理念に、「請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公

正な契約を適正な額の請負代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件

を明示するとともに、必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必

要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと」が規定されている。 

また、変更見込金額が請負代金額の 30％を超える場合においても、一体施工の必要性から分

離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は

工期の変更を行うこととする。この場合において、特に、指示等で実施が決定し、施工が進めら

れているにも関わらず、変更見込金額が請負代金額の 30％を超えたことのみをもって設計変更

に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金額や工期の変更を行わない

ことはあってはならない。 

設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケー

ス・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。 

本ガイドラインは、建設工事請負契約書により契約した工事を対象に、設計変更を行う際に、こ

れを受注者・発注者の共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的と

する。 
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２ 設計変更が適切に実施されるためには 

２－１ 契約図書への位置づけ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ガイドラインの運用の徹底を図るため、三重県公共工事共通仕様書に記載 

 
＜三重県公共工事共通仕様書＞ 

1-1-1-3 設計図書の照査等 

４．三重県設計変更ガイドライン 

｢三重県設計変更ガイドライン」に基づき照査を実施するものとする。 

1-1-1-107 設計変更等 

設計変更、一時中止等については、契約書第 18 条～第 25 条及び 1-1-1-18～1-1-1-19 に記載してい

るところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「三重県設計変更ガイドライン」（三重

県）及び「工事一時中止に係わるガイドライン」（三重県県土整備部）、「農業農村整備事業における

工事一時中止に係るガイドラインについて」（三重県農林水産部）、「漁港漁場関係工事における工事

一時中止に係るガイドライン」（三重県農林水産部）、「森林整備保全事業における工事一時中止に係

るガイドライン」（三重県農林水産部）、「三重県企業庁が所管する工事における工事一時中止に係る

ガイドライン」（三重県企業庁）による。 

掲載箇所：三重県 HP「三重県の公共事業情報」を参照 
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２－２ 発注者・受注者の留意事項 

（１）発注者の留意事項 

工事の施工は、設計図書に従い行われるため、発注者は、受注者が工事の目的に沿った適切な施

工ができるよう次の事項に留意しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 工事の施工に係る制約事項については、設計図書に必要な施工条件等を明示する。 

 

 

 

 

● 受注者から設計図書についての確認を請求されたとき又は自らが契約書第18条第1項各号に 

掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行い、調査の結果をとりま 

とめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。 

（契約書第18条第２項及び３項） 

 

● 工事施工の円滑化を図るため、重要構造物を含む工事や現場条件に不確定要素があり現場精 

査により構造物の設計に設計変更が生じる恐れのある工事、作業工程に制約のある工事等は、 

受注者、設計者及び発注者が参加して、設計図書と現場の整合性・設計意図の確認等を行い、 

必要な設計変更の対応について協議する「工事監理連絡会」＊２を必要に応じ活用することと 

なっている。 

該当工事は特記仕様書（施工条件明示一覧表）に明記する。 

*2「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和２年８月１日 

 

● 設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示、協議等を書面で行うこと。 

（契約書第1条第5項、三重県公共工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。） 第１編第

１章第１節 1-1-1-2） 

 

● 工事の全部又は一部の施工を一時中止する必要が生じた場合は、速やかに工事中止を指示す 

ること。 

（契約書第20条） 

 

● 設計変更後の工期や請負代金額は受注者と協議して定める。 

（契約書第 24条、25条） 

工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実

態に即した施工条件（自然条件を含む。）の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との

整合を図るよう努める。 
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（２）受注者の留意事項 

受注者は、工事の目的を達せられるよう施工する義務があるため、工事の施工にあたって発注者

の意図、設計図書、現場条件などを確認する必要がある。 

適切に工事を施工するため、受注者は、次の事項に留意しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 工事の施工前および施工途中において設計図書の照査を行い、設計図書と工事現場に相違が

ある、必要な条件明示がされていないなど施工する上で疑問が生じた場合は、直ちに監督員に

書面により通知して、確認を求めなければならない。 

（契約書第 18条第１項、第 1条第 5項、共通仕様書第１編第１章第１節 1-1-1-3） 

● 数量・仕様等の設計図書の変更が必要な場合は、その旨、発注者と協議を行い、発注者の書

面による通知、指示に従い施工する。（独自の判断で施工しない） 

  但し、契約書第 27条（臨機の措置）での対応の場合はこの限りではない。 

（契約書第 18～25条等、共通仕様書第１編第１章第１節 1-1-1-18～1-1-1-19等） 



7 
 

３ 設計変更 

３－１ 設計変更の基本事項 

（１）用語の定義 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主な設計変更の手続きフロー 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件変更等 

【共通仕様書 1-1-1-3】 【共通仕様書等】 

● 設計変更 

当初の契約における設計図書を、発注者が、指示等をした内容及び設計図書の変更の対象と

なることを認めた内容に基づき、発注者が変更することをいう。 

（契約書第 18条、19条等） 

● 変更契約  

設計変更等に伴う工期の変更又は請負代金額の変更の決定に基づき契約の変更を行うことを

いう。 

（契約書第 24条、25条等） 

請負工事の契約成立 

設計図書の変更 

（発注者が設計図書の変更

を必要と認めたとき） 

工事一時中止

を伴うもの 

設計図書の照

査（受注者） 

受注者からの

設計図書の協

議事項 

【第 18 条第１項】 【第 20 条】 【第 19 条】 

「三重県工事

一時中止に係

るガイドライ

ン」による 

照査結果の報

告（受注者） 

協議（受注者） 

内容の確認（発注者） 

設計図書の変

更は行わない 

・工事目的物の変

更を伴うが受注者

の都合によるもの 

・任意仮設の変更 

・工事目的物の変

更を伴うもの 

・指定仮設の変更 

必要なひつ 
必要な場合 

 

必要な場合 

中止期間中の

増加費用に関

する契約変更 

設計図書の訂正又は修正（発注者） 

➣軽微な設計変更*1は設計変更内容を指示し、概算金額を受注者に通知を行

ったうえで、変更契約を工期末までにまとめて行う。 

➣それ以外は、変更契約の手続きをその都度行う。 

再開以降の工事に

かかる増加費用 

中止期間中に要し

た費用 

*1 三重県建設工事 

設計変更要領 第７条 
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（３）主な設計変更とその根拠条文 

三重県の契約書では、設計変更を行う場合について次のように規定している。 

表１ 主な設計変更とその根拠条文 

※ 上記以外にも契約書では、「特許権の使用（契約書第８条）」、「支給材料及び貸与品（契約書第15条）」、

「設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等（契約書第17条）」、「受注者の請求による工期延

期（契約書第22条）」、「発注者の請求による工期短縮等（契約書第23条）」などにおいて設計変更する

場合があることを規定している。 

 

 

 

 

主な設計変更 根 拠 
具体的な事例

と手続き 

 

 

 

 

１ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一
致しない場合（これらの優先順位が定められている場合を除く） 

契約書第18条 
第1項第1号 

３－２－１ 

２ 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合  
 

契約書第18条 
第1項第2号 

３－２－２ 

３ 設計図書の表示が明確でない場合 
 

契約書第18条 
第1項第3号 

３－２－３ 

４ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書
に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致
しない場合 

契約書第18条 
第1項第4号 
 

３－２－４ 

５ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することの
できない特別な状況が生じた場合 
 

契約書第18条 
第1項第5号 
 

３－２－５ 

６ 発注者が必要と認め、設計図書の変更内容を受注者に通知して、
設計図書を変更する場合 

契約書第19条  
 
 

３－２－６ 

７ 工事用地等の確保ができない等のため又は自然的又は人為的な
事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事
目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、
受注者が工事を施工できないと認められるときで、発注者が工事
の全部又は一部の施工を一時中止した場合  

契約書第20条 
第1項 
 
 

３－２－７ 

８ 発注者が、受注者が行う「設計図書の照査」の範囲をこえる作
業を指示した場合 

 
 

契約書第18条 
共通仕様書 
第1編第1章第
1節 1-1-1-3 

３－２－８ 
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（４）設計変更の対象とならない場合 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）設計変更の対象となる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本事項】 

下記のような場合は、原則として設計変更の対象とならない。 

（ただし、契約書第 27条（臨機の措置）での対応の場合はこのかぎりではない） 

 

ア. 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判

断して施工を実施した場合。 

イ. 発注者と「協議」をしているが、協議の回答のない時点で施工を実施した場合。 

ウ. 「承諾」で施工した場合。 

エ. 契約書・共通仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合。 

（契約書第 18条～25条等、共通仕様書 第１編第１章第１節 1-1-1-18～1-1-1-19等） 

オ. 正式な（指示・協議等）書面よらない事項（口頭のみの指示・協議等）の場合。 

【基本事項】 

下記のような場合においては、設計変更が可能である。 

 

ア. 仮設（任意仮設を含む）において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえ

なかった土質条件や湧水等が現地で確認された場合。（ただし、所定の手続きが必要。） 

イ. 当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず、工事着手出来ない

場合。 

ウ. 所定の手続き（「協議等」）を行い、発注者の「指示」によるもの。 

（「協議」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。） 

エ. 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。 

オ. 受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められ

るとき。 

 

 【留意事項】 

設計変更にあたっては下記の事項に留意し受注者へ指示する。 

 

ア. 当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更「協議」にあたる。 

イ. 当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は契約書、共通仕様書にもとづ

き書面で行う。 

（規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。） 

ウ. 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。 

エ. 三重県建設工事設計変更要領第７条に規定する「軽微な設計変更」の設計変更を行う場

合は「様式３ 軽微な設計変更通知書」に概算金額の記載を行う。 

なお、記載する概算金額は、「参考値」であり、請負代金増加（減少）額を拘束するも 

のではない。 

※様式３に記載する概算金額とは、当該通知書の設計変更による概算増加（減少）額。 
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３－２ 設計変更の対象となる場合の具体的な事例と手続き 

工事を実施して行く中で、３－１（３）の表１に示した理由等により、当初の設計図書どおりに

工事を施工できない場合がある。 

このような場合には、工事の目的を達成するために設計図書の内容を変更し、それに応じて工期、

請負代金額を変更することになる。 

以下に、主な設計変更を行う場合の具体的な事例と設計図書、工期、請負代金額の変更を行うま

での手続きをフロー図で示す。 

 

図１ 設計図書が互いに一致しない場合の手続き（３－２－１～３－２－５共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受注者 発注者（監督員） 

確認できる資料を作成し、直ちに監督員

に通知、確認を請求 

（契約書第18条第１項） 

請求内容を確認するため、調査の実施を

決定（契約書第18条第２項） 

直ちに監督員、受注者立会いの上、調査を実施（契約書18条第２項） 

受注者の意見を聴いた上で結果を取り

まとめ受注者に通知 

（契約書第18条第３項） 

※原則14日以内に通知 

必要がある場合、発注者が設計図書の

訂正または変更（契約書第18条第４項） 

 

必要があると認められるときは工期又

は請負代金額を変更 

（契約書第18条第５項） 

受理 

工期、請負代金額の変更については、発注者、受注者とが協議を行い決定 

（契約書第24条及び25条） 

設計図書の照査を実施し、契約書第18

条第１項にあてはまる事例が判明 

（共通仕様書第１編第１章第１節

1-1-1-3） 
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３－２－１ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合 

（これらの優先順位が定められている場合を除く） 

（契約書第18条第１項第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２－２ 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合（契約書第18条第１項第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➣図面、仕様書、特記仕様書等設計図書の構成文書の優先順位について規定がなく、図面

と仕様書が一致していない場合には、受注者が勝手に判断して、施工を続けることは不適

当であるため、図面、仕様書、特記仕様書等が誤っていると思われる点を発注者に確認す

べきである。 

 

【具体的な事例】 

ア. 図面と仕様書又は工事数量総括表でＨ鋼の規格が一致しない 

イ. 図面と仕様書又は工事数量総括表で管の口径が一致しない 

ウ. 図面と仕様書又は工事数量総括表の数量（管布設延長、舗装面積、材料、仕様等）

が一致しない 

【設計変更を行うまでの手続き】 

設計図書が互いに一致しないことが判明した時点から、設計変更するまでに発注者（監

督員）と受注者が行う手続きを、図１に示す。 

 

 
➣受注者は、信義則上、設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきであり、

発注者は、それが本当に誤っている場合には設計図書を訂正する必要がある。また、設計

図書に脱漏がある場合には、受注者としては、自分で勝手に補って施工を続けるのではな

く、発注者に確認して、脱漏部分を訂正してもらうべきである。 

【具体的な事例】 

ア. 同一部分の舗装構成等の記載が図面によって異なっている 

イ. 条件明示をする必要があるにも係わらず、土質に関する条件明示がない 

ウ. 条件明示をする必要があるにも係わらず、交通誘導警備員についての条件明示が

ない 

エ. 条件明示をする必要があるにも係わらず、使用する部材の品質等が明示されてい

ない 

【設計変更を行うまでの手続き】 

３－２－１と同様。 
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３－２－３ 設計図書の表示が明確でない場合（契約書第18条第１項第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２－４ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自

然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合 

（契約書第18条第１項第４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➣設計図書の表示が明確でないことは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事施工

にあたってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合に

おいても、受注者が勝手に判断して、施工することは不適当である。 

【具体的な事例】 

ア. 土質柱状図は明示されているが地下水位が不明確 

イ. 水替工実施の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示が

ない（運転条件などの指定を行う場合） 

ウ. 使用する材料の規格（種類、強度等）が明確に示されていない 

【設計変更を行うまでの手続き】 

３－２－１と同様。 

 ➣４号は、設計図書に明示された施工条件が実際の工事現場の状況と異なる場合について

のことである。 

自然的条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面

の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、立木等の除去すべき物の有無。    

また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、残土処理場、工事用

道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。 

【具体的な事例】 

ア. 設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない 

イ. 設計図書に明示された地盤又は岩盤高と工事現場の地盤又は岩盤高が一致しない 

ウ. 設計図書に明示された施工上の制約となる河川水位が工事現場と大きく異なる 

エ. 設計図書に明示された地下埋設物の位置と工事現場での位置が一致しない 

オ. 設計図書に明示された既設構造物の形状と工事現場の形状が一致しない 

カ. 設計図書に明示された三重県認定リサイクル製品が入手できない 

キ. 設計図書に明示された交通誘導警備員の配置人数等が現地の規制と一致しない 

ク. 設計図書に明示された埋設物より大きい（多くの）埋設物が設置されていた 

ケ. 設計図書に明示された地盤改良材、配合量で想定している改良後の強度と工事現場

での試験による改良後の強度が一致しない 

【設計変更を行うまでの手続き】 

３－２－１と同様。 
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３－２－５ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な

状態が生じた場合（契約書第18条第１項第５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➣５号は、当初は、予期することができなかったために設計図書に施工条件として定めら

れていない事後的に生じた特別な状態が施工条件となる場合についてのことである。 

自然的な施工条件の例としては、工事現場の周囲の状況からして特に予想し得なかった

もの、例えば、一部に軟弱な地盤があるとか転石があるとかなどが考えられ、さらに特殊

な場合としては、酸欠又は有毒ガスの噴出等がある。人為的な施工条件の例としては、予

想し得なかった騒音規制、交通規制等のほか、埋蔵文化財の発見や住民運動、環境運動、

テロリスト等による実力行使を伴う事業の妨害などが挙げられる。 

なお、すでに存在しており予期することができたのに設計図書に施工条件として定めら

れていなかったものについては、設計図書に脱漏がある場合として第２号の適用となる。 

【具体的な事例】 

ア. 工事範囲の一部に軟弱な地盤があり、地盤改良が必要となった 

イ. 予見できなかった地中障害物が発見され、調査が必要となった 

ウ. 予見できなかった振動が発生し、振動対策が必要となった 

エ. 埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった 

【設計変更を行うまでの手続き】 

３－２－１と同様。 
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３－２－６ 発注者が必要と認め、変更する場合（契約書第19条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➣発注者は、その都合によって設計変更を行う場合についてのことである。 

【具体的な事例】 

ア. 地元調整の結果、施工範囲を拡大（縮小）する 

イ. 警察、河川・鉄道等施設の管理者、電気・ガス等の事業者、消防署等との協議等

により、施工内容の変更、工種の追加をする 

ウ. 関連する工事の影響により施工条件が変わったため、施工内容を変更する 

 

【設計変更を行うまでの手続き】 

図２ 発注者の都合により設計変更を行う場合の手続き（３－２－６） 

 

受注者 

 

 

 

 

 

 

 

発注者（監督員） 

 

工期、請負代金額の変更については、発注者、受注者とが協議を行い決定 

（契約書第24条及び25条） 

設計図書変更の必要があると判断 

（契約書第19条） 

 

発注者が設計図書の変更を行い、受注

者にその内容を通知。 

必要があると認められるときは工期若

しくは請負代金額を変更。（契約書第19

条） 

 

受理 
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３－２－７ 工事を一時中止すべき場合（契約書第20条） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県工事一時中止に係るガイドラインを参照 

➣受注者の責に帰すことができないものにより工事を施工できないと認められる場合は、

「①工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められると

き」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の

自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物

等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認

められるとき」の２つが規定されている。（契約書第 20条第１項） 

➣上記の２つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時 

中止することができる。（契約書第 20 条第２項） 

➣一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが

必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。 

【具体的な事例】 

ア. 設計図書に工事着工時期が定められた場合、その期日までに受注者の責によらず

施工できない場合 

イ. 管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合 

ウ. 受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合 

エ. 工事用地の確保が出来ない等のため工事を施工できない場合 

オ. 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を

続けることが困難な場合 

カ. 埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合 

キ. 予見できない事態が発生した（地中障害物の発見等）場合 

ク. 豪雨、地震、火災等により地形等の物理的な変動があった場合 
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（２）設計変更を行うまでの手続き 

（工事一時中止に係るガイドライン（案）参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事一時中止を行う場合の手続き】 

詳細は、三重県工事一時中止に係るガイドラインを参照。 

図３ 工事一時中止を行う場合の手続き（３－２－７） 

 

受注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注者（監督員） 

 

「契約書第20条（工事の中止）第１項」

により、発注者は工事の全部又は一部の

施工を原則として一時中止しなければ

ならない。 

発注者より、一時中止の指示（契約上一

時中止をかけることは発注者の義務） 

発注者は、現場管理上、最低限必要な施

設・人数等を吟味し、基本計画書を承

諾 

地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない 

承諾した基本計画書に基づき、監督及び

設計変更を実施 

受注者は、共通仕様書 1-1-1-17第３項

に基づき、基本計画書を作成し、発注

者の承諾を得る。 

不承諾の場合は、基本計画書を修正し、

再度承諾を得る。 

基本計画書に基づいた施工の実施 
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３－２－８ 発注者が「設計図書の照査」の範囲をこえる作業を指示した場合 

（契約書第18条第１項第１号～５号及び共通仕様書第１編第１章第１節1-1-1-3） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆契約書及び共通仕様書において設計照査の実施は受注者の責務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆設計図書の照査の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「設計図書の照査」の範囲を超えるもの 

（１）契約書第 18条（条件変更等） 

受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、

その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これ

らの優先順位が定められている場合を除く。）。 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又

は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が

生じたこと。 

（２）共通仕様書第１編共通編第１章総則第１節総則 

1-1-1-3 設計図書の照査等 

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第１８条第１項第１号か

ら第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確

認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 

なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含む

ものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場

合は従わなければならない。 

●共通仕様書により受注者が作成する資料の範囲 

①現場地形図・・・・・・・実測横断図 

設計図との対比図・・・・当初設計図への現地盤線等の作図 

取合い図・・・・・・・・当初設計図への既設構造物の追記 

施工図・・・・・・・・・実施工程上問題となる施工資料 

②更なる追加資料とは現地の事実が確認できない場合に限って要求できるものとする 

注１）更なる追加資料とは上記(2)最終行「更に詳細な説明又は書面の追加」を指す 

注２）現地事実の確認の範囲は、上記の資料に対して新たな比較設計や構造計算が伴うものは含 

まれていない。受注者の資料に対して更なる比較設計や構造計算等の検討に掛かる費用は 

発注者の責務において実施するものとする。 

 

 

「設計図書の照査」の範囲を超えた設計図書の訂正又は変更に要する費用の負担は、発注者の

責任において行うものとする。 
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【具体的な事例】 

受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲をこえる作業の事例 

 

ア. 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直し

を伴う横断図の再作成が必要となるもの。 

イ. 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。

ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。 

ウ. 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の縦横断

計画の見直しが必要となるもの。 

エ. 現地測量の結果、新たな構造物の図面作成をする必要があるもの。 

オ. 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。 

カ. 構造物の載荷高さが変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。 

キ. 現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの。（標準設計での修正が必要とな

るものを含む。） 

ク. 構造物の構造計算書の計算結果が設計図書と違う場合の構造計算の再計算及び図面

作成が必要となるもの。 

ケ. 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。 

コ. 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面

作成。 

サ. 構造物の応力計算を伴う照査。 

シ. 「設計要領」「各種示方書」等との対比設計。 

ス. 設計根拠まで遡る設計図書の見直し、必要とする工費の算出。 

セ. 舗装修繕工事の縦横断設計。（当初の設計図書において縦横断面図が示されており、

その修正を行う場合とする。なお、設計図書で縦横断図が示されておらず、共通仕

様書第３編第２章第６節 3-2-6-15 路面切削工、3-2-6-17 オーバーレイ工等に該当

し縦横断設計を行うものは設計図書の照査に含まれる） 

ソ. 当初の設計図書が標準断面図のみの場合の縦横断設計。 

 

※適正な設計図書に基づく出来形数量の算出及び工事完成図の作成については、受注者

の費用負担によるものとなります。 
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【設計変更を行うまでの手続き】 

図４ 設計図書の照査の範囲を超える指示をした場合の手続き（３－２－８） 

 

受注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注者（監督員） 

 

請求内容を確認するため、調査の実施を

決定（契約書第18条第２項） 

直ちに監督員、受注者立会いの上、調査を実施（契約書18条第２項） 

受注者の意見を聴く（契約書第18条第３

項）際に、発注者は、受注者が行うべき

設計図書の照査の範囲を超える資料の

提出を指示 

受注者が行うべき設計図書の照査の範

囲を超える資料の作成に要した費用に

かかる工期又は請負代金額を変更（契

約書第18条第５項） 

発注者の指示に基づき資料を作成 

工期、請負代金額の変更については、発注者、受注者とが協議を行い決定 

（契約書第24条及び25条） 

確認できる資料を作成し、直ちに監督員

に通知、確認を請求 

（契約書第18条第１項） 

設計図書の照査を実施し、契約書第18

条第１項にあてはまる事例が判明 

（共通仕様書第１編第１章第１節

1-1-1-3） 
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３－２－９ 受注者からの請求による工期の延長（契約書第22条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➣受注者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができ

ない事由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者へその理由を明示

した書面により工期の延長変更を請求することができる。 

【具体的な事例】 

ア. 天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合 

イ. 設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合 

ウ. その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合 

【設計変更を行うまでの手続き】 

図５ 受注者からの請求による工期の延長の場合の手続き（３－２－９） 

 

受注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注者（監督員） 

 

協議 

「契約書第22条（受注者の請求による工

期の延長）第１項」に基づき、その理由

を明示した書面により発注者に請求。 

 

※三重県建設工事執行規則の施行に関

し必要な書類の様式を定める要綱「様式

－23 工期延期届」 

発注者は第２項に基づき、必要があると

認められるときは、工期を延長しなけれ

ばならない。 

請負代金額についても必要と認められ

るときは変更を行う。 

工期、請負代金額の変更については、発注者、受注者とが協議を行い決定 

（契約書第24条及び25条） 
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３－２－10 発注者の請求による工期の短縮等（契約書第23条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➣発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注

者に書面にて請求することができる。 

【具体的な事例】 

ア. 工事一時中止にともない工期延長が予想され、工期短縮が必要な場合 

イ. 関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合 

ウ. その他の事由（地元調整、関係機関調整など）により工期の短縮が必要な場合 

【設計変更を行うまでの手続き】 

図６ 発注者の請求による工期の短縮の場合の手続き（３－２－10） 

 

受注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注者（監督員） 

 

受注者は発注者からの請求に基づき、

工期短縮を図るための施工計画を発注

者に提出し、承諾を得る。 

（共通仕様書第１編第１章第1節

1-1-1-19） 

発注者は、「契約書第23条（発注者の請

求による工期の短縮等）第１項」に基づ

き、特別の理由により工期を短縮する必

要があるときは、工期の短縮変更を書面

により受注者に請求。 

工期、請負代金額の変更については、発注者、受注者とが協議を行い決定 

（契約書第24条及び25条） 

協議 
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３－３ 設計変更に関わる資料の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計変更に関わる資料の作成についての具体的対応方法 

 

（１）設計照査に必要な資料作成 

受注者は、当初設計等に対して契約書第18条第１項に該当する事実が発見された場合、監

督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、

これらの資料作成に必要な費用については設計変更の対象としない。 

 

  ≪契約書第18条第１項≫ 

受注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注者（監督員） 

 

（２）設計変更に必要な資料作成 

契約書第 18条第１項に基づき設計変更するために必要な資料の作成については、契約書第

18条第４項に基づき発注者が行うものであるが、受注者に行わせる場合は、以下の手続きに

よるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪契約書第 18条第４項≫ 

受注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注者（監督員） 

 

 

 

第 18 条第１項に該当する事実を発見 

現地と設計内容の違いについて、 

確認できる資料を書面で提出。 

資料を確認。 

 

この資料の作成費用は、設計変更の対象と 

しない。 

ア. 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、受発注者間で確認する。 

イ. 設計変更するために必要な資料の作成について書面により協議し、合意を図っ

た後、発注者が具体的な指示を行うものとする。 

ウ. 発注者は、書面による指示に基づき受注者が設計変更に関わり作成した資料を

確認する。 

エ. 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、設計

変更の対象とする。 

 

設計図書の訂正又は変更は発注者 

設計変更が必要な内容について、受発注者間で確認 

必要な資料の作成ついて協議し、発注者が受注者に具体的な作業を指示 

～ 設計変更するために必要な資料の作成を依頼するときは～ 

設計変更に関わる資料を作成 

→提出。 

資料を確認。 

 

この資料の作成費用は、設計変更の対象。 
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４ 関連事項 

４－１ 指定と任意の正しい運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定と任意については、契約書第１条第３項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。 

●任意の仮設・施工方法等については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の

責任で行う。 

●任意の仮設・施工方法等については、その仮設、施工方法に変更があっても原則として設

計変更の対象とならない。 

※ただし、指定・任意ともに設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場

合は設計変更の対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 指定・任意の考え方 

 指  定 

 

任  意 

 設計図書 仮設、施工方法等について具体的に指定す

るもの 

（契約条件として位置付け） 

 

仮設、施工方法等について指定しないもの 

（契約条件ではないが、参考図として明示

し、積算に使用した標準的工法等を示すこ

ともある） 

仮設、施工方法等の変更  

 

発注者の指示等が必要 

 

受注者の任意 （施工計画書等の修正、提

出は必要） 

仮設、施工方法等に変更があ

る場合の設計変更 

設計変更の対象となる 

 

設計変更の対象とならない 

設計図書に示された施工条

件と実際の現場条件が一致

しない場合の設計変更  

設計変更の対象となる 

 

設計変更の対象となる 

 

 

発注者（監督員）は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要。 

 

※任意における下記のような対応は不適切 

・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。 

・標準歩掛ではﾊﾞｯｸﾎｳで施工となっているので、「ｸﾗﾑｼｪﾙでの施工は不可」との対応。 

・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応。 

仮設、施工方法等には、指定と任意があり、

発注においては、指定と任意の部分を明確に

する必要がある。 

任意については、受注者が自らの責任で行う

もので、仮設、施工方法等の選択は、受注者

に委ねられている。（変更の対象としない） 

ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件

と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。 

【指定仮設とすべき事例】 

ア. 河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合 

イ. 仮設構造物を一般交通に供する場合 

ウ. 関係官公署との協議により制約条件のある場合 

エ. 特許工法又は特殊工法を採用する場合 

オ. その他、第三者に特に配慮する必要がある場合 

カ. 他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設 
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４－２ 入札・契約時の契約図書等の疑義の解決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、設計図書の照査の段階で解決

しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。 

 

【入札前】 

・入札に関する質問は、文書でのみ受け付け、電話･口頭等では受け付けない。 

（入札心得 ２（24）） 

 

【契約後】 

・受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18条第１項第１号か 

ら第５号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実 

が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる 

資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。 

また、受注者は監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わな 

くてはならない。 

（共通仕様書１－１－１－３ 設計図書の照査等） 
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５ 条件明示について 

施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示する。 

また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、適切に対応

する。 

なお、特記仕様書（施工条件明示一覧表）による「明示項目及び明示事項」については、表３

を参考に記載漏れが無いようにする。 

 

表３ 明示項目及び明示事項 

明示項目 明 示 事 項 

工程関係 １．他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影

響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 

２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、

施工時期、施工時間及び施工方法 

３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内

容及びその協議内容、成立見込み時期 

４．関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程

に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 

５．余裕期間を設定して発注する工事については、工事の着手時期 

６．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、そ

の項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移

設期間 

７．その他上記に類する内容 

用地関係 １．工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 

２．工事用地等の使用終了後における復旧内容 

３．工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、

期間、使用条件、復旧方法等 

４．施工者に消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借

り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復

旧方法等 

５．その他上記に類する内容 

公害対策関係 １．工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建

設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 

２．水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、時期 

３．濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、

処理条件等） 

４．工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障

害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査

時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 

５．その他上記に類する内容 
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安全対策関係 １．交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 

２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時

間等に制限がある場合は、その内容 

３．落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 

４．交通誘導警備員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定す

る場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 

５．有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 

６．その他上記に類する内容 

工事用道路関

係 

１．一般道路を搬入路として使用する場合 

（１）工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間等に制限がある場合は、

その経路、期間、時間帯等 

（２）搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 

２．仮設道路を設置する場合 

（１）仮設道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間 

（２）仮設道路の工事終了後の処置（存置又は撤去） 

（３）仮設道路の維持補修が必要である場合は、その内容 

３．その他上記に類する内容 

仮設備関係 １．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用

する場合は、その内容、期間、条件等 

２．水替工（締切排水工）が必要である場合は、その内容 

３．仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 

４．仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 

５．その他上記に類する内容 

建設発生土・産

業廃棄物関係 

１．建設発生土が発生する場合は、建設発生土の受入場所及び仮置き場所までの距

離等の処分及び保管条件 

２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 

３．建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処

理条件。 

なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離

等の処分条件 

４．その他上記に類する内容 

工事支障物件

関係 

１．地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物件が存在する場

合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 

２．地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期

間等 

３．その他上記に類する内容 

薬液注入関係 １．薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、

削孔延長及び注入量、注入圧等 

２．周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 

３．その他上記に類する内容 
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再生材使用関

係 

１．再生材使用の指定がある場合は、再生材の種類、再生材が使用できない場合の

措置等 

２．三重県リサイクル認定製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について指定

がある場合は、その品名、規格等 

３．その他上記に類する内容 

その他 １．工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、

期間、保管方法等 

２．工事現場発生品がある場合は、その品目、数量、現場内での再使用の有無、引

き渡し場所等 

３．支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引

き渡し場所、引き渡し期間等 

４．工事用電力等を指定する場合は、その内容  

５．新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 

６．部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 

７．給水の必要がある場合は、取水箇所・方法等 

８．現場環境改善費適用工事の場合は、その内容 

９．その他上記に類する内容 

適用条件 他 １．当該工事に適用する特記仕様書、基準等がある場合は、その内容 

２．監督の区分（一般監督または重点監督）、重点監督の場合は、対象工種 

３．入札・契約方式を指定する場合は、その種類、内容等 

４．電子納品を指定する場合は、その内容 

５．産業廃棄物税について指定する場合は、その内容 

６．県内企業使用、管内企業優先使用を指定する場合は、その内容 

７．建設資材の県内産製品優先使用を指定する場合は、その内容 

８．暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について指定する場合は、その

内容 

９．工事実態調査を行う場合は、その内容 

１０．社会保険未加入対策を行う場合は、その内容   

１１．その他上記に類する内容 
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◆特記仕様書 記載例 
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参考資料 

 

１．三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類の様式を定める要綱  

（令和８年６月） （抜粋） 

 （１）〔第1号様式の2〕建設工事請負契約書の条項 （抜粋） 

➢ 第１条（総 則） 

➢ 第８条（特許権等の使用） 

➢ 第15条（支給材料及び貸与品） 

➢ 第17条（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

➢ 第18条（条件変更等） 

➢ 第19条（設計図書の変更） 

➢ 第20条（工事の中止） 

➢ 第22条（受注者の請求による工期の延長） 

➢ 第23条（発注者の請求による工期の短縮等） 

➢ 第24条（工期の変更方法） 

➢ 第25条（請負代金額の変更方法） 

➢ 第27条（臨機の措置） 

➢ 第50条（受注者の解除権） 

（２）〔様式-23〕工期延期届 

 

２．三重県公共工事共通仕様書 令和６年７月 （抜粋） 

➢ 1-1-1-2  用語の定義 

➢ 1-1-1-3  設計図書の照査等 

➢ 1-1-1-17 工事の一時中止 

➢ 1-1-1-18 設計図書の変更 

➢ 1-1-1-19 工期変更 

➢ 1-1-1-23 工事完成図 

➢ 1-1-1-107 設計変更等 

➢ 3-1-1-5 数量の算出 

➢ 3-1-1-7 工事完成図書の納品 

 

３．三重県建設工事設計変更要領 （令和７年１１月１０日） （抜粋） 

➢ 第５条（設計変更の範囲） 

➢ 第７条（軽微な設計変更） 

➢ 様式３ 
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４．工事監理連絡会 

（１）三重県「工事監理連絡会」の実施要領の一部改定について（通知） （抜粋） 

（２）三重県「工事監理連絡会」実施要領 （令和２年８月１日） 

（３）「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 （令和２年８月１日） 
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１．三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類の様式を定める要綱 

  （令和８年６月）                        （抜粋） 

 

（１）〔第1号様式の2〕建設工事請負契約書の条項 ［金銭的保証用］ （抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条（総 則） 

 

発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の

図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日

本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をい

う。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡 

すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」 

という。）については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がそ 

の責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけ

ればならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定め 

がある場合を除き、計量法（平成４年法律第 51号）の定めるものとする。 

９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29年法律第 89号）及

び商法（明治 32年法律第 48号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とす 

る。 

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての 

行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの

契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、

また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じ

て行わなければならない。 
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第８条（特許権等の使用） 

 

受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護されて

いる第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を

使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が

その工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の

明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったきは、発注者は、受注者がその使用に

関して要した費用を負担しなければならない。 

第 15条（支給材料及び貸与品） 

 

発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器

具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、

設計図書に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担 

において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査

の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に

適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注 

者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質

又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難

であったものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者

に通知しなければならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要が 

あると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品

を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は

理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければな

らない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、 

数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額 

を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９ 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用と 

なった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が 

不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還 

し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の 

指示に従わなければならない。 
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第 17条（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

 

受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求した

ときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示に

よるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。 

２ 監督員は、受注者が第 13条第２項又は第 14条第１項から第３項までの規定に違反した場合

において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当 

の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知

して、工事の施工部分を最少限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

第 18条（条件変更等） 

 

受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ

の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの

優先順位が定められている場合を除く。）。 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人

為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生

じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見し 

たときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会 

いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要 

があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注 

者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があると 

きは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められ 

るときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発

注者が行う。 

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うも

の 発注者が行う。 

(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わな

いもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により、設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があ 

ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは 

必要な費用を負担しなければならない。 
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第 19条（設計図書の変更） 

 

発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、工事内容

を変更し、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 

第 20条（工事の中止） 

 

工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、

火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注

者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状

態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止

内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならな

い。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に 

通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認 

めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持 

し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴 

う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ 

ならない。 

第 22条（受注者の請求による工期の延長） 

 

受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責め

に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を

明示した書面により、工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、 

工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由に 

よる場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を 

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

第 23条（発注者の請求による工期の短縮等） 

 

発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に

請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は

受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
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第 25条（請負代金額の変更方法） 

 

請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。  

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも

のとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知し

ない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。  

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な

協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議

に関して受注者が第 55条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第 56条に規

定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。  

４ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注

者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

第 24条（工期の変更方法） 

 

工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から

14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも

のとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第 22条の場合にあっては、発注者

が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日）

から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者

に通知することができる。 

３発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協

議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関

して受注者が第 55条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第 56条に規定する

仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

第 27条（臨機の措置） 

受注者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければならな

い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴

かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければ 

ならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨 

機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した 

費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部 

分については、発注者が負担する。 
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第 50条（受注者の解除権） 

受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、そ

の期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した

時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限

りでない。 

２ 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときには、この契約を催告によらず直ちに解除す

ることができる。 

(1) 第 19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

(2) 第 20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10分の５（工期の 10分の５が６月を

超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を

除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 
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（２）〔様式-23〕工期延期届  
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２．三重県公共工事共通仕様書 令和６年７月  （抜粋）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-1-2 用語の定義 

 

1.監督員 

公共工事においては、本仕様で規定されている監督員とは、総括監督員、主任監督員、専任監

督員を総称していう。 

2.総括監督員 

本仕様で規定されている総括監督員とは、1-1-1-8監督員第 4項に示す総括監督員の業務を行

う者をいう。 

3.主任監督員 

本仕様で規定されている主任監督員とは、1-1-1-8第監督員 4項に示す主任監督員の業務を行

う者をいう。 

4.専任監督員 

本仕様で規定されている専任監督員とは、1-1-1-8監督員第 4項に示す専任監督員の業務を行

う者をいう。 

5.契約図書 

契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

6.設計図書 

設計図書とは、仕様書、契約図面、図面、工事数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する

質問回答書をいう。 

7.仕様書 

仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称してい

う。 

8.共通仕様書 

共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事

を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容

を盛り込み作成したものをいう。 

9.特記仕様書 

特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要

求を定める図書をいう。 

10.契約図面 

契約図面とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をいう。 

11.現場説明書 

現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明す

るための書類をいう。 

12.質問回答書 

質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者

が回答する書面をいう。 
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13.図面 

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工

事完成図等をいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面に

より承諾した図面を含むものとする。 

14.工事数量総括表 

工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 

15.指示 

指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項につい

て書面により示し、実施させることをいう。 

16.承諾 

承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面によ 

り同意することをいう。 

17.協議 

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立

場で合議し、結論を得ることをいう。 

18.提出 

提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその

他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

19.提示(1) 

提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し工事に係わる書

面またはその他の資料を示し、説明することをいう。 

20.報告 

報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることを

いう。 

21.通知 

通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項に

ついて、書面により互いに知らせることをいう。 

22.連絡 

連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、契約書第 18条に該当しない事項または

緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要

な手段により互いに知らせることをいう。 

なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

23.納品 

納品とは、受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 

24.電子納品 

電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。 

25.情報共有システム 

情報共有システムとは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業

務効率化を実現するシステムのことをいう。 

なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に出力して提

出しないものとする。 
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26.書面 

書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承

諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、やむを得ず、情報共有シス

テムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したものを有効と

する。 

27.工事写真 

工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び

工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写

真管理基準に基づき撮影したものをいう。 

なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の小黒板情報

電子化について」（三重県 HP「CALS/EC」を参照）に基づき実施しなければならない。 

28.工事帳票 

工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資

料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。 

29.工事書類 

工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。 

30.契約関係書類 

契約関係書類とは、契約書第 9条第 5項の定めにより監督員を経由して受注者から発注者へ、

または受注者へ提出される書類をいう。 

31.工事管理台帳 

工事管理台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した台帳をいう。工事管理

台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質記録をとりまとめた

品質記録台帳をいう。 

32.工事完成図書 

工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。 

33.電子成果品 

電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。 

34.工事関係書類 

工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。 

35.確認 

確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場もしくは関

係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

36.立会 

立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図

書との適合を確かめることをいう。 

37.段階確認 

段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、

規格、数値等を確認することをいう。 

38.未制定 
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39.工事検査 

工事検査とは、三重県建設工事工事検査規則（昭和 40年 11月 5日三重県規則第 81号）第 3

条に基づく検査をいう。 

（1）完成検査 

完成検査とは、検査員が契約書第 32条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 

（2）出来高検査 

出来高検査とは、契約書第 38条、第 39条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 

（3）中間検査 

中間検査とは、検査員が三重県建設工事検査規則第 25条に基づき行うものをいい、請負代金

の支払いを伴うものではない。 

40.検査員 

検査員とは、契約書第 32条第 2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者

をいう。 

41.同等以上の品質 

同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督員

が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。 

なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。 

42.工期 

工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始

期日から終期日までの期間をいう。 

43.工事開始日 

工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 

44.工事着手 

工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測

量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工の

いずれかに着手することをいう。 

45.準備期間 

準備期間とは、工事開始日から本体工事または仮設工事の着手までの期間をいう。 

46.工事 

工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 

47.本体工事 

本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。 

48.仮設工事 

仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。 

49.工事区域 

工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。 

50.現場 

現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される

場所をいう。 

51.SI 

SIとは、国際単位系をいう。 
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52.現場発生品 

現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者

に帰属する。 

53.JIS規格 

JIS規格とは、日本産業規格をいう。 

54.受理 

受理とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把

握することをいう。 

55. 工事費積算参考資料 

設計図書の他に交付する「工事費積算参考資料」とは、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な

見積に資するための資料であり、契約書第 1条でいう設計図書ではない。従って、｢工事費積算

参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を

十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段につい

て、受注者の責任において定めるものとする。 

なお、「工事費積算参考資料」の有効期限は、本工事の入札（見積）日までとする。 

56.提示（2） 

 提示とは、本条第 19項のほかに、PCやタブレット等で示し、説明することをいう。 

57.監督員（2） 

監督員とは、第 1項とともに、必要に応じて発注者が配置する補助監督員を含むものとする。 

58.補助監督員 

本仕様で規定されている補助監督員とは、1-1-1-8監督員第 4項に示す補助監督員の業務を行

う者をいう。 
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1-1-1-3 設計図書の照査等 

 

1.図面原図の貸与 

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することが

できる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければな

らない。 

2.設計図書の照査(1) 

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18条第 1項第 1号から

第 5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認でき

る資料を提出し、確認を求めなければならない。 

なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むもの

とする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従

わなければならない。 

ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第 19条によるものとし、

監督員からの指示によるものとする。 

3.契約図書等の使用制限 

受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承

諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 

4.三重県設計変更ガイドライン 

｢三重県設計変更ガイドライン」に基づき照査を実施するものとする。 

5.「工事監理連絡会」の対象工事 

設計図書において、「工事監理連絡会」の対象工事である場合は、設計図書の照査を完了した

後、受発注者の協議により「工事監理連絡会」を実施するか否かを決定する。 

6.設計図書の照査(2) 

受注者は、第 2項による設計図書の照査の実施において契約書第 18条第 1項第 1号から第 5

号に該当する事実がない場合についても、その旨を監督員に報告すること。なお、監督員の請求

があった場合は、照査の実施が確認できる資料を提示すること。 
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1-1-1-17 工事の一時中止 

 

1.一般事項(1) 

発注者は、契約書第 20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ

受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止

をさせることができる。 

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的また 

は人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-4546臨機の措置により、受注者は、適切に

対 

応しなければならない。 

（1）埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当ま

たは不可能となった場合 

（2）関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 

（3）工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合 

2.発注者の中止権 

発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と 

認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時 

中止させることができる。 

3.基本計画書の作成 

前 1項及び 2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管

理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者

は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。 

4.一般事項(2) 

発注者は、第 1項のほかに以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して 

通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることが 

できる。 

（1）契約書第 16条に規定する工事用地が確保されない場合 

（2）第三者、受注者、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合 

（3）災害等により工事目的物に損害を生じ又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が不適当

又は不可能となった場合 

1-1-1-18 設計図書の変更 

 

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設

計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 
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1-1-1-19 工期変更 

 

1.一般事項 

契約書第 15条第 7項、第 17条第 1項、第 18条第 5項、第 19条、第 20条第 3項、第 22条及

び第 44条第 2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第 24条の工期変更協議の対象であ

るか否かを監督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）ものと

し、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。 

2.設計図書の変更等 

受注者は、契約書第 18条第 5項及び第 19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場

合、第 1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要

とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 24条第 2項に

定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

3.工事の一時中止 

受注者は、契約書第 20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、

第 1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とす

る変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 24条第 2項に定め

る協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

4.工期の延長 

受注者は、契約書第 22条に基づき工期の延長を求める場合、第 1項に示す事前協議において

工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工

程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 24条第 2項に定める協議開始の日までに工期変更

に関して監督員と協議しなければならない。 

5.工期の短縮 

受注者は、契約書第 23条第 1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算

出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第 24条第 2項に定める協議開始の日ま

でに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

1-1-1-23 工事完成図 

 

受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。 

ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督員の承諾を得て工事完成図を省略 

することができる。 

1-1-1-107 設計変更等 

 

設計変更、一時中止等については、契約書第 18条～第 25条及び 1-1-1-18～1-1-1-19に記載

しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「三重県設計変更ガイドラ

イン」（三重県）及び「工事一時中止に係わるガイドライン」（三重県県土整備部）、「農業農村整

備事業における工事一時中止に係るガイドラインについて」（三重県農林水産部）、「漁港漁場関

係工事における工事一時中止に係るガイドライン」（三重県農林水産部）、「森林整備保全事業に

おける工事一時中止に係るガイドライン」（三重県農林水産部）、「三重県企業庁が所管する工事

における工事一時中止に係るガイドライン」（三重県企業庁）による。 

掲載箇所：三重県 HP「三重県の公共事業情報」を参照 
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3-1-1-5数量の算出 

 

1.一般事項 

受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。 

2.出来形数量の提出 

受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従って、出

来形数量を算出し、その結果を監督員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工

事完成時までに監督員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、

建設工事施工管理基準（案）及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。 

なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。 

3-1-1-7 工事完成図書の納品 

 

1.一般事項 

受注者は、工事目的物の供用開始後の維持管理、後工事や復旧工事施工に必要な情報など、施

設を供用する限り施設管理者が保有すべき資料をとりまとめた工事完成図を工事完成図書とし

て納品しなければならない。なお、維持工事等の簡易な工事においては、監督員の承諾を得て省

略することができる。 

2.工事完成図 

受注者は、設計図書に従って工事目的物の完成状態を図面として記録した工事完成図を紙の成

果品及び電子成果品として作成しなければならない。工事完成図は、主工種、主要構造物だけで

なく付帯工種、付属施設など施設管理に必要なすべての図面、設計条件、測量情報等を含むもの

とし、工事完成図は設計寸法（監督員の承諾により設計寸法を変更した場合は、変更後の寸法） 

で表し、材料規格等はすべて実際に使用したもので表すものとする。 

3.未制定 

4.成果品 

受注者は、「三重県 CALS電子納品運用マニュアル」に基づいて、原則として、電子成果品を作

成及び納品しなければならない。 

5.未制定 

6.地質調査の電子成果品等 

受注者は、設計図書において地質調査の実施が明示された場合、「三重県 CALS電子納品運用マ

ニュアル」に基づいて電子成果品を作成しなければならない。 

なお、受注者は、地質データ、試験結果等については、地質・土質調査業務共通仕様書の第

118条成果物の提出に基づいて地盤情報データベースに登録しなければならない。 
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３．三重県建設工事設計変更要領 （令和７年１１月１０日） （抜粋）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条（設計変更の範囲） 

 

設計変更により処理できる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

（１）設計変更により増額される金額が当初請負代金額の３０％未満かつ３，０００万円未満 

の増額の場合。 

ただし、当初請負代金額の３０％が１００万円に満たない場合は１００万円まで増

額できる。 

（２）前号の範囲を超える場合であって、現に契約中の建設工事と分離して施工することが困

難な場合で様式１により本庁事業課長と協議が整った場合。 

（３）用地測量、地質・土質調査及び建物・工損調査については、やむを得ない理由がある場

合には本条本項第１号及び第６条第４項は適用しない。 

（４）設計変更により減額する場合。 

２ 前項以外は原則として別途契約とする。 

第７条（軽微な設計変更） 

 

設計変更のうち軽微なもの（以下「軽微な設計変更」という。）については、前条第１項に

かかわらず、次項の範囲内において、本条第３項の手続きを行ったうえで、変更契約を工期末

（債務負担行為に基づく建設工事にあっては各会計年度末及び工期末）までにまとめて行うこ

とができる。 

２ 軽微な設計変更とは、当該建設工事の基本的な内容に重大な影響を及ぼさないもので、変更

見込金額又は変更見込金額の合計額が、当初請負代金額（本項において、当該軽微な設計変更

までに変更契約を締結している場合は「当初請負代金額」を「直近の変更請負代金額」に読み

替える。）の１０％未満かつ１，０００万円未満の場合とする。 

ただし、当初請負代金額の１０％が１００万円に満たない場合は１００万円までとすること

ができる。 

３ 軽微な設計変更が生じた場合、その都度、様式２により当該建設工事が室長決裁に係るもの

は室長、所長又は本庁部長決裁に係るものについては所長の決裁を受けた後、様式３により受

注者へ通知するものとする。 

４ 工期の変更は、軽微な設計変更の対象外とする。 
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様式３ 
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４．工事監理連絡会 

（１）三重県「工事監理連絡会」の実施要領の一部改定について（通知） （抜

粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県土 第２８－４８号 

令和２年 ７月２８日 

関係所長 様 

関係課長 様 

 

県土整備部理事 

（三重県公共事業総合推進本部副本部長） 

 

 

三重県「工事監理連絡会」実施要領の一部改定について（通知） 

 

 

このことについて、下記のとおり一部改定しましたので通知します。 

 

 

                  記 

 

１．添付資料 

三重県「工事監理連絡会」実施要領 

 

２．改定内容 

「工事監理連絡会」に出席する設計者（設計コンサルタント等）への費用負担について 

 

３．適用年月日 

令和２年８月１日以降、起案にかかるものから適用 
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（２）三重県「工事監理連絡会」実施要領 （令和２年８月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．目 的 

公共工事の発注者は、事前に施工条件を十分調査し、それに対応した設計図書を作成する

とともに、施工上影響を与える条件について明示することとされている。 

しかしながら発注者による事前調査には限界があり、設計図書に示された施工条件が実際

と一致しなかったり、設計図書で想定していなかった条件が発生したりすることが起こり、

場合によっては、工事の遅延等円滑な施工に影響が生じることがある。こうしたことを踏ま

え、受注者、設計者及び発注者による「工事監理連絡会」は、設計図書と現場との整合性・

設計意図の確認などを行い、必要な設計変更の対応について協議し、もって、工事施工、事

業執行の円滑化を図ることを目的として実施するものである。 

 

２．「工事監理連絡会」の対象工事の選定 

工事発注時に発注者は、設計業務委託の成果を基に発注する全ての工事を対象とし、受注

者が施工前に実施する設計図書の照査を完了した後、受発注者の協議により「工事監理連絡

会」を実施するか否かを決定する。 

なお、施工途中で受発注者が協議し必要と判断した場合は「工事監理連絡会」を実施する

ことができる。 

 

３．「工事監理連絡会」の構成員 

（１）受注者：現場代理人、監理技術者又は主任技術者。なお、必要に応じ専門工事業者等

を参加させることができる。 

（２）設計者：詳細設計等（調査解析を含む）を実施した設計コンサルタントの管理技術者、

担当技術者、または設計･施工条件等を説明できる者。なお、必要に応じ測量

及び地質調査業者も構成員とすることができる。 

（３）発注者：工事発注事業課・工事統括課等職員（課長含む） 

 

なお、工事監理連絡会に出席する設計者の費用負担の取扱は、別紙-１のとおりとする。 

 

４．「工事監理連絡会」の実施 

（１）実施時期 

・受注者による設計図書の照査完了後、なるべく早い段階で実施する。 

（２）実施回数 

・実施回数は、原則として１工事につき１回とする。ただし、受発注者協議のうえ、発注

者が必要と認めた場合は、複数回実施できる。 

（３）構成員の招集 

・「工事監理連絡会」を実施する場合は、発注者が構成員を招集する。 
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５．「工事監理連絡会」の協議の対象とする事項 

（１）詳細設計の設計意図に関する事項 

（２）建設工事請負契約書第１８条（条件変更等）に関する事項 

（３）三重県公共工事共通仕様書１-１-１-３（設計図書の照査等）に関する事項 

（４）三重県公共工事共通仕様書３-１-１-７（数量の算出）に関する事項 

６．実施内容・手順等 

（１）受注者が行う設計図書の照査 

・受注者は、「三重県公共工事共通仕様書１-１－１－３設計図書の照査等」により設計図

書の照査を実施し、監督員に資料を書面により提出する。 

（２）「工事監理連絡会」の実施 

・受注者による設計図書の照査結果に基づき、受発注者の協議により、下記事項を参考と

して、「工事監理連絡会」を実施するか否かを決定する。 

①重要構造物を含む工事 

②現場条件で不確定な要素を有しているため、現場精査により、構造物の設計に変更

が生ずる恐れのある工事 

③新技術・新工法を活用する工事 

④作業工程に制約のある工事 

⑤その他受発注者が必要とする工事 

・「工事監理連絡会」を実施する場合、受注者は様式-３の「質問」欄に質問事項を記入の

上、必要に応じ詳細資料を添付して監督員に提出する。 

・発注者は、受注者から提出された様式-３の質問内容の確認を行い、開催時期及び出席

が必要な関係者について検討・調整を行ったうえで様式-1により設計者に対し出席要請

を行う。 

（３）「工事監理連絡会」の運営 

１）「工事監理連絡会」実施前の手続き 

・発注者は「工事監理連絡会」の実施に先立って、受注者から提出された質問事項（様式-

３）及び添付資料を設計者に送付する。設計者は質問内容について、様式-３の「回答」

欄に回答を記入し発注者へ提出する。 

・発注者は、設計者から提出された様式-３について内容を確認したうえで「工事監理連絡

会」の実施日までに受注者へ送付する。 

２）「工事監理連絡会」の実施 

・発注者は工事監理連絡会の実施時に本連絡会の趣旨説明を行い、設計者に対する問題点の

指摘等を目的としない旨の説明を行う。 

・詳細設計を実施した設計者は、当該工事に係る詳細設計成果と詳細設計照査報告書等によ

り設計意図等を説明する。また、発注者は必要に応じ補足説明を行う。 

・受注者の質問内容は、設計者又は発注者が回答する。 

・受注者、設計者及び発注者は、設計図書と現場の整合性、設計意図の確認などを行ったう

えで、当該工事に関し必要な設計図書等の修正内容を確定するとともに、その対応を協議

する。 

・なお、必要に応じ「工事監理連絡会」による現場調査を実施することができる。 
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（４）確認書の作成 

・発注者は「工事監理連絡会」での協議確認事項を確認所（様式－２）に取りまとめ、関係

者相互の確認を行うこととする。 

また、必要な設計図書の修正内容を確定し、修正等の実施者・負担者を明確にしたうえで、

「①設計者による修正」、「②受注者による修正」、「③発注者による修正」の区分を確認書

に明示する。 

７．工事発注時の特記仕様書記載 

工事発注時には、別紙-２により条件明示を行う。 

８．「工事監理連絡会」の実施報告 

実施機関（発注機関）は、当該年度で「工事監理連絡会」を実施した工事について、毎年３

月３１日までに各部の本庁主管課へ様式-４により報告する。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年７月１日から施行する。 

この要領は、平成３０年７月１日から施行する。 

この要領は、令和 ２年８月１日から施行する。 
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（３）「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書（令和２年８月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「工事監理連絡会」の対象工事 

本工事は、当該工事の受注者、その設計を担当した設計者及び発注者が参加して、設計図

書と現場との整合性、設計意図の確認などを行い、必要な設計図書の修正内容を確定すると

ともに、その対応を協議する「工事監理連絡会」の実施対象工事である。 

「三重県公共工事共通仕様書第１－１－１－３設計図書の照査等」に基づき、受注者が施

工前に実施する設計図書の照査を完了した後、受発注者の協議により「工事監理連絡会」を

実施するか否かを決定する。なお、施工途中で受発注者が協議し必要と判断した場合は「工

事監理連絡会」を実施することができる。 

実施回数は、原則として１工事につき１回とする。ただし、受発注者が必要と認めた場合、

複数回実施することができる。 

 

２．「工事監理連絡会」の実施に伴う費用 

１）「工事監理連絡会」に要する費用は、変更契約時に工事費に計上するものとする。 

２）受注者は「工事監理連絡会」に要する費用として、発注者が別途指示する金額を設計

を担当した設計者に支払うものとする。 

 

 

令和２年８月１日 
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Ⅱ 設計変更事例 

 

◆事例の分類 

１．工事目的物の形状・寸法や仕様の変更 

２．工事目的物の追加 

３．施工数量の増減 

４．施工方法等の変更 

５．工事の中止、工事着手時期の変更、工期の変更、工期短縮に 

伴う変更 

 
※引用文献：「公共土木工事設計変更事例集」山海堂 
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１ー１ 工事目的物の形状・寸法や仕様の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ー２ 工事目的物の形状・寸法や仕様の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜参考：変更設計該当条項 例＞ 
契約書第 18条第 1項第 4号（条件変更等）、第 20 条第 1 項（工事の中止） 
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１ー３ 工事目的物の形状・寸法や仕様の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ー１ 工事目的物の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜参考：変更設計該当条項 例＞ 
契約書第 18条第 1項第 4号（条件変更等） 

＜参考：変更設計該当条項 例＞ 
契約書第 18条第 1項第 4号（条件変更等） 
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３ー１ 施工数量の増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ー２ 施工数量の増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜参考：変更設計該当条項 例＞ 

契約書第 19条（設計図書の変更）、第 20 条第 1 項（工事の中止） 

＜参考：変更設計該当条項 例＞ 
契約書第 19条（設計図書の変更）、第 20 条第 1 項（工事の中止） 
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４ー１ 施工方法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ー２ 施工方法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜参考：変更設計該当条項 例＞ 
契約書第 18条第 1項第 4号（条件変更等） 

＜参考：変更設計該当条項 例＞ 

契約書第 18条第 1項第 5号（条件変更等） 
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４ー３ 施工方法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ー４ 施工方法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜参考：変更設計該当条項 例＞ 
受注者が警察協議をした場合、契約書第 18 条第 1 項第 5 号（条件変更等） 

＜参考：変更設計該当条項 例＞ 
契約書第 18条第 1項第 5号（条件変更等） 
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４ー５ 施工方法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ー１ 工事の中止、工事着手時期の変更、工期の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：変更設計該当条項 例＞ 

契約書第 18条第 1項第 4号（条件変更等） 
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５ー２ 工事の中止、工事着手時期の変更、工期の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ー３ 工事の中止、工事着手時期の変更、工期の変更 
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５ー４ 工期短縮に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ー５ 工期短縮に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：変更設計該当条項 例＞ 
契約書第 23条（発注者の請求による工期の短縮等） 

＜参考：変更設計該当条項 例＞ 
契約書第 23条（発注者の請求による工期の短縮等） 


